
（注）１　職員数は、教育長、会計年度任用職員を除く一般正職員である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

朝日町人事行政の運営等の状況について

　「朝日町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和６年度朝日町人事行政の運営等の状況に
ついて公表します。なお、一部の項目については、令和７年４月１日現在の状況等を公表します。

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　　(1)職員の採用(令和６年度)

行政職 保育士

　　(2)職員の退職(令和６年度)

定年退職 自己都合等 合計

1 3 2 24

臨床
工学技士 合計

6 1 1 8

　　(3)部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

　　　　　　　　区　　分

部　　門

職　　　員　　　数 対前年
増減数

主な増減理由
令和６年 令和７年

7 18 25

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 3 3

民生・衛生 72 67 △ 5

商工 7 7

教育部門 17 18 1

専門職員の減

農林水産 9 9

総務・税務 43 45 2 事務事業の見直し

土木 6 5 △ 1 事務事業の見直し

計 140 136 △ 4

下水道 3 3

事務事業の見直し

専門職員の減

国民健康保険 4 4

小　　計 157 154

病院 167 162 △ 5

合　　計
339 331 △ 8

[  406  ］ [  406  ］ [   　］

その他（介護等） 6 6

小　　計 182 177 △ 5

公
営
企
業
等
会
計
部
門

簡易水道 2 2

　　(4)年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在） 

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人

1 13 27 22 23 33 56

人 人 人

47 45 34 17 13 331

人 人 人人 人 人

1 1

保健師 看護師 介護福祉士 言語聴覚士 薬剤師 医師
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（単位：人・%）

( )

( )

( )

( )

( )

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　Ａ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。（朝日町社会福祉協議会派遣職員１名は含まない）

歳 円 円

歳 円 円

大　学　卒 円 円 円

高　校　卒 円 円 円

高　校　卒 円 円 円

　　(5)職員数の推移（各年４月１日現在）

　 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年
過去5年間の増加率

（率）

一般行政 139 139 138 139 140 136 △ 3 ▲ 2.2%

普通会計計 156 157 155 156 157 154 △ 2 ▲ 1.3%

教　　育 17 18 17 17 17 18 1 5.9%

２　職員の人事評価の状況
　朝日町では能力・実績に基づく人事管理の徹底により、より高い能力を持った公務員の育成を目指すこと、

組織全体の士気高揚、公務能力の向上により住民サービス向上の土台をつくることを目的とし、能力評価と

業績評価をもって人事評価制度を実施しています。

▲ 3.3%

総合計 339 345 338 339 339 331 △ 8

公営企業等会計 183 188 183 183 182 177 △ 6

▲ 2.4%

　　(1)人件費の状況（令和６年度普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人 件 費 率 （参考）

【能力評価】

　職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力の評価

【業績評価】

　職員が職務を遂行するに当たり挙げた業績の評価

　評価結果については、昇給への反映及び勤勉手当の成績率等への反映を行っています。

３　職員の給与の状況

５年度の人件費率

６年度
人　 千円　 千円　 千円　 ％　 ％　

10,373 9,678,400

　　　　（R7.1.1）　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ　　　Ｂ／Ａ　　　

324,634 1,536,823 15.9 15.7

　　(2)職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算）

一般行政職 43.6 321,432 384,863

区分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費  一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ  給与費　Ｂ／Ａ

技能労務職 52.0 250,006 263,806

　　(3)職員の平均年齢、平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

157 596,958 77,530 234,365 908,853 5,789
６年度

人　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

　　(4)職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

区　　　　　分 朝　　日　　町 富　　山　　県 国

一般行政職
220,000 225,600 220,000

188,000 194,500 188,000

技能労務職 211,000 211,000 ―

区
部 門
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円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）１　朝日町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（６年度支給割合） （６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による 　職制上の段階、職務の級等による

　加算措置 　加算措置

・役職加算 5～15％ ・役職加算 5～20％

・管理職加算 10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～45％加算）

１人当たり平均支給額 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　(5)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

区　　　　　分
経　　　験　　　年　　　数

１０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満 ２０年以上２５年未満

技能労務職 高　校　卒 － 257,650 261,300

　　(6)一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

一般行政職
大　学　卒 283,281 312,450 336,822

高　校　卒 259,400 310,400 325,100

６級 合計

標準的な
職務内容

主事 主事 係長 課長代理 課長 参事

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

主任

主査 主幹 課長

　　(7)職員の手当の状況

　　①期末手当・勤勉手当　

朝　　　日　　　町 国

3 101

構成比 10.9% 21.8% 34.7% 11.9% 17.8% 3.0% 100%

職員数 11 22 35 12 18

（1.4） （1.0） （1.4） （1.0）

2.50 2.10 2.50 2.10

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

　　②退職手当　

朝　　　　　日　　　　　町 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

8,425

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

3



千円

　円

　％

千円

千円

　　③特殊勤務手当

支給実績（６年度決算） 114

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 3,476

職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度決算） 21.7

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（６年度決算）
左記職員に対する支給単価

伝染病防疫作業従事職員
の特殊勤務手当

職員 伝染病防疫作業 0 千円 日額750円

訪問徴収業務等従事職員
の特殊勤務手当

職員 訪問徴収業務及び滞納処分業務 18 千円
訪問徴収業務　日額300円
滞納処分業務　日額500円

行旅病人、行旅死亡人取
扱作業従事職員の特殊勤
務手当

職員 行旅病人、行旅死亡人の取扱 0 千円
行旅病人   日額750円
行旅死亡人 日額1,000円

精神衛生業務従事職員の
特殊勤務手当

精神衛生業務に従
事する職員

精神障害者の診察、鑑定の立会
い、保護収容または訪問指導の
業務

0 千円 日額500円

用地交渉業務従事職員の
特殊勤務手当

町長が定める公署
に勤務する職員

用地の取得及び物件の移転のた
めに直接その交渉に従事

2 千円 日額800円

自動車運転業務従事職員
の特殊勤務手当

自動車運転業務に
従事する職員

特殊自動車の運転業務 22 千円 日額400円

　　④時間外勤務手当

支給実績（６年度決算） 45,967

職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 302

獣類死骸処理業務従事職
員の特殊勤務手当

職員 獣類の死骸処理業務 72 千円 日額400円

4



千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

円

円

円

円

円

円

（注）　公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（保育所、病院等）は上記以外の

　　　　勤務時間の割振りによります。

　　⑤その他の手当

内容及び支給単価
国の制度と

の異同
支給実績

（６年度決算）

支給職員１人当たり

手当名 平均支給年額

（６年度決算）

通勤手当

（1）交通機関利用職員
　 ６箇月定期券等の価額による一括支給
　 全額支給限度額　１箇月当たり 150,000円
（2）自動車等使用職員
　 距離段階区分に応じ2,000円～31,600円

同じ 6,646 65,157

扶養手当

（1）配偶者　6,500円
（2）配偶者以外
　①子　10,000円
　②父母等　6,500円
　③満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの
　　　間にある子１人につき、 5,000円を加算

同じ 11,340 246,522

住居手当

借家等に家賃を支払っている職員に支給
（１）家賃27,000円以下の場合
      家賃－16,000円
（２）家賃27,000円を超える場合
      11,000円＋(家賃－27,000円)／2
　  　（最高限度額　28,000円）

同じ 3,264 272,000

宿日直手当
宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合に支給　4,400
円

同じ 1,118 13,629

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に当該職の区分に応じて定
額を支給

同じ 11,160 507,273

管理職員
特別勤務
手当

管理職手当支給対象職員が
①臨時又は緊急の必要等により週休日等に勤務した場合
②災害への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず
　平日深夜に勤務した場合
6,000円を超えない額を支給

同じ 4 182

　　(8)特別職の報酬等の状況　（令和６年４月１日）

区 分 給料月額等 期末手当

給
料

町 長 810,000

副 町 長 670,000 （６年度支給割合）

教 育 長 603,000
3.45 月分

報
酬

議 長 360,000

副 議 長 310,000

議 員 290,000

４　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

　　(1)勤務時間の状況

勤務時間 8：30　～　17：15

休憩時間 12：00　～　13：00
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　職員の休暇、休業制度については町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、規則等や育児休業等

に関する条例、規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業制度の状況は次のとおりです。

休暇（休業）期間等

20日（1年あたり）

5日以内（〃）

5日以内（〃）

5日（対象：配偶者、父母、配偶者の父母、中学生以上の子）、 
小学生以下の子2人以上の場合10日（〃）

要介護者が1人の場合5日、2人以上の場合10日（〃）

90日以内

6月以内

子が3歳に達する日までの期間

 (1) 分限処分の状況（令和６年度）

（注）分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職質を十分に果たす

　　　ことができない場合に行われる職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のことをいいます。

 (2) 懲戒処分の状況（令和６年度）

（注）懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員としてふさわ

　　　しくない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。

再就職先の状況

５　職員の休業に関する状況

区　　　分

年次休暇

夏季休暇

ボランティア休暇

子の看護休暇

短期介護休暇

病気休暇

介護休暇

育児休業

６　職員の分限及び懲戒処分の状況

降　　任 免　　職 休　　職 降　　給 合　　計

7 1 8

戒　　告 減　　給 停　　職 免　　職 合　　計

　地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。

また、職員に対して次のような義務、禁止及び制限事項が定められています。

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（同法第32条）　・信頼失墜行為の禁止（同上第33条）

・秘密を守る義務（同法第34条）　・職務に専念する義務（同法第35条）　・政治的行為の制限（同法第36条）

・争議行為等の禁止（同法第37条）　・営利企業等の従事制限（同法第38条）

0

７　職員の服務の状況

６年度 2 0 0 0

８　職員の退職管理の状況

退職年度
退職者数

（課長級以上）
再就職者数

町（特別職・再任用） その他
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令和６年度

新任職員実務・施設視察研修 19 人

事務研修（３回） 8 人

民間業務体験研修（ごみ収集体験） 6 人

通信教育研修 9 人

フィードバック研修 56 人

コンプライアンス研修 98 人

196 人

新任職員研修（前期） 6 人

新任職員研修（後期） 7 人

中堅職員基礎課程研修 1 人

中堅職員継続課程研修 4 人

新任係長研修 3 人

現任係長研修 0 人

課長代理研修 1 人

新任主幹研修 0 人

新任所属長研修 2 人

県市町村職員研修機構 現任課長研修 0 人

政策立案のための法令入門研修 1 人

ウェルビーイング研修 1 人

民間経営手法研修 1 人

選挙管理事務研修 1 人

クリティカルシンキング研修 1 人

法制執務実務研修 2 人

パソコン研修 0 人

人事担当者研修 1 人

再任用職員研修 0 人

32 人

ＤＸ入門研修 0 人

ＤＸ人材育成研修 0 人

0 人

228 人

 (1) 厚生制度

　職員の勤務能率の向上や健康管理などを目的として厚生事業を実施している。

 (2) 共済制度

　短期給付事業・・・組合員とその家族の病気・けが・出産に対して必要な給付を行なうもの

　長期給付事業・・・組合員の退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行なうもの

　福祉事業　　・・・組合員とその家族の健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸付などを

　　　　　　　　　　行なうもの

　職員の共済組合制度は、地方公務員等共済法に基づき、組合員（職員）とその家族の生活の安定と福祉の

向上を図り、職務の能率的運営に資することを目的として富山県市町村共済組合が事業を実施している。

９　職員の研修の状況

小　　計

区分 研修名 受講者数(延べ人数)

町が実施する研修

決算額

及び文化ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等の 職員サークル活動助成（１団体） 　　61千円

福利厚生事業 インフルエンザ予防接種助成 　　66千円

定期健康診断

全職員 定期健康診断（全職員） 281名

生活習慣病検診

（40歳以上全職員及び39歳以下希望者）

福利厚生事業

冠婚葬祭等に係る給付

合　　計

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

名　　称 事業概要・対象者 内　　　　　容 ６年度実績等

小　　計

その他

小　　計

市町村職員中央研修所等 中　止
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